
＜令和７年度 新規事業＞

空き家の解体＋空き家と土地の売買＋住宅建築で

を補助
（工事費の１／２補助。予算が無くなり次第、終了）

大月市 空き家解体に伴う跡地利活用事業 補助金

【 交付条件 】※ 以下のいずれかを満たす解体

◆ ①が空き家を解体後、跡地を１年以内に売却し、新たな買主が

１年以内に住宅建築の着工をする場合

◆ 売主から空き家と敷地を取得した②が空き家を１年以内に解体後、

１年以内に住宅建築の着工をする場合

【 対象の空き家 】※ 以下の全てを満たすこと

◆ 戸建住宅、集合住宅、併用住宅

◆ １年以上使用していない、所有者等が亡くなった後に使用して
いない等の空き家

◆ 居住床面積が７５㎡以上（併用住宅については、居住部分の延べ
床面積が２分の１以上、かつ、７５㎡以上）

◆ 公共事業の補償の対象になっていない

【 対象者 】※ ①～③のいずれかと、④に該当

① 市内に現存する空き家の所有者

② 空き家と敷地を取得した者

③ 不在者財産管理人・成年後見人等で公的機関の発行書類により、
空き家を処分する権限を認められる者

④ 市税等の滞納がない者

※ 空き家の売主と買主が二親等以内の場合は、対象となりません。



問合せ先 大月市 市民課 生活環境担当（本庁舎１階）

〒401-8601 大月市大月二丁目６番２０号

電話 0554-23-8023（直通）

【 解体条件 】※ 以下の全てを満たす工事

◆ 原則、更地にする工事であること

◆ 解体に要する費用が５０万円以上であること

◆ 市内に本店または営業所を有する法人、または個人事業者が行う
解体工事であること

◆ 建設業法に掲げる土木工事業・建築工事業、解体工事業の許可を
受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の
登録を受けた者

補助金 交付までの流れ

◇ 補助対象に該当するか不明な場合は、解体前にご相談ください。

◇ 詳細（必要書類等）は、問合せ先やQRコードまでお願いします。

令和8年4月令和7年4月 令和9年4月

対象者①の申請例

契約日から申請可（ただし、契約日に応じて申請年度が異なります。）

申請期間

対象者①が1年以内に売却

契
約
日

新たな買主が1年以内に住宅建築の着工

着
工
日

対象者②が1年以内に解体

解
体
日

対象者②が1年以内に住宅建築の着工

着
工
日

対象者②の申請例

解体日から申請可（ただし、解体日に応じて申請年度が異なります。）

利
活
用

利
活
用

売
主

申請期間

解
体
日

契
約
日


